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(57)【要約】
　皮膚美容機器が提供される。本発明の例示的な実施形
態による皮膚美容機器は、上面端部に沿って形成された
電極マウント部を具備するケースと；前記ケースの内部
に配置され、前記ケースの上面開口を介して互いに異な
る波長帯域の光の照射が可能な少なくとも一つの光源と
；前記ケースの電極マウント部に配置され、電源の印加
時にユーザの皮膚と閉回路を構成してユーザの皮膚に電
位差を発生させて、皮膚の電気的環境を変化させる一対
の電極と；前記ケースの上面開口に配置される透光性カ
バーと；を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面端部に沿って形成された電極マウント部を具備するケースと；
　前記ケースの内部に配置され、前記ケースの上面開口を介して互いに異なる波長帯域の
光の照射が可能な少なくとも一つの光源と；
　前記ケースの電極マウント部に配置され、電源の印加時にユーザの皮膚と閉回路を構成
してユーザの皮膚に電位差を発生させて、皮膚の電気的環境を変化させる一対の電極と；
　前記ケースの上面開口に配置される透光性カバーと；を含む皮膚美容機器。
【請求項２】
　前記光源は、互いに異なる波長帯域の光を照射する複数個の発光素子が一体に形成され
る、請求項１に記載の皮膚美容機器。
【請求項３】
　前記複数個の発光素子は、４００～４８０ｎｍ帯域内の任意の波長の光を照射する第１
発光素子と、５５０～６１０ｎｍ帯域内の任意の波長の光を照射する第２発光素子と、６
１０～６５０ｎｍ帯域内の任意の波長の光を照射する第３発光素子とを含む、請求項２に
記載の皮膚美容機器。
【請求項４】
　前記光源は、前記透光性カバーの下部側に配置されて、前記光源から外部に放出される
光が前記電極マウント部および電極のうち少なくともいずれか一つにより光の放出範囲が
制限されるように構成される、請求項１に記載の皮膚美容機器。
【請求項５】
　前記電極は、縁部から下方に一定の長さで延びる延長部が設けられ、前記延長部および
電極の縁部により形成されるエッジは、曲面で形成される、請求項１に記載の皮膚美容機
器。
【請求項６】
　前記光源と皮膚との間の距離を感知するために、前記光源が実装される回路基板上に配
置されるセンサーを含み、
　前記回路基板は、前記透光性カバーの後方側に配置され、
　前記光源は、前記センサーにより感知された距離が既定の範囲以内である場合、点灯さ
れ、既定の範囲を超過する場合、消灯される、請求項１に記載の皮膚美容機器。
【請求項７】
　前記光源は、前記一対の電極がユーザの皮膚に全部接触した状態と、前記光源と皮膚と
の間の距離が既定の範囲以内である場合、前記光源の初期点灯が行われる、請求項６に記
載の皮膚美容機器。
【請求項８】
　前記光源が実装される回路基板を含み、
　前記透光性カバーおよび一対の電極は、前記ケースと一体に形成され、
　前記一対の電極は、電気伝導性を有し、前記回路基板とそれぞれの電極との間に配置さ
れる一対の弾性部材を媒介として前記回路基板とそれぞれ電気的に連結される、請求項１
に記載の皮膚美容機器。
【請求項９】
　前記弾性部材は、前記回路基板に実装される第１部分と、前記第１部分の端部から所定
の角度で傾斜する第２部分とを含み、前記第２部分の一部が前記電極の下部面と接触する
、請求項８に記載の皮膚美容機器。
【請求項１０】
　前記透光性カバーは、前記電極の縁部から下方に一定の長さで延びる延長部が挿入され
得るように、上部面から下部に一定の深さで切開形成される挿入溝が形成される、請求項
８に記載の皮膚美容機器。
【請求項１１】
　前記皮膚美容機器は、
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　電源のオン／オフおよび前記光源の発光モードを選択するためのボタン部と；
　前記ボタン部の操作と連動して振動を発生させる振動モーターと；を含む、請求項１に
記載の皮膚美容機器。
【請求項１２】
　前記透光性カバーは、７０～９０％の透過率を有する、請求項１に記載の皮膚美容機器
。
【請求項１３】
　前記電極マウント部は、水平面に対して所定の傾きを有する傾斜面を含み、前記一対の
電極は、前記電極マウント部に配置される、請求項１に記載の皮膚美容機器。
【請求項１４】
　前記一対の電極は、互いに分離した二つの電極を含み、前記二つの電極は、前記電極マ
ウント部に同一面を成すように離隔配置される、請求項１に記載の皮膚美容機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚美容機器に関し、より詳細には、互いに異なる波長の光を介してそれぞ
れの波長帯域による多様な効果を具現することができ、光源から発生する光からユーザの
目を保護することができる皮膚美容機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、皮膚美容機器は、大きく、ユーザの皮膚に超音波を伝達する皮膚美容機器と
、電流を印加する皮膚美容機器とに区分される。
【０００３】
　すなわち、超音波を利用した皮膚美容機器は、皮膚を物理的にたたく方式であり、電流
を印加する皮膚美容機器は、ユーザの皮膚に電流を印加することにより、皮脂や老廃物な
どをイオン化して皮膚から除去するか、皮膚栄養物質を皮膚中に吸収させる方式である。
【０００４】
　これらのうち、皮膚に加えられる電気的な刺激によりアンプルが皮膚に良好に吸収され
るようにする方式の皮膚美容機器は、次の過程を経ることとなる。
【０００５】
　すなわち、ケアしようとする皮膚側にアンプルを均一に塗布した後、皮膚美容機器を稼
動した状態で片方の手に通電用ハンドルを把持し、イオンヘッドでアンプルが塗布された
部位を均一にこすると、通電用ハンドルおよびイオンヘッドを介して電源が印加される。
これにより、皮膚が電気的な刺激を受けることにより、アンプルの吸収が促進される。
【０００６】
　しかし、従来の皮膚美容機器は、イオンヘッドを、ケアを受けようとする皮膚部位に接
触した状態を維持しながらも、片方の手が通電用ハンドルと持続的に接触した状態を維持
しなければならないので、ユーザは、常に定められた位置を把持しなければならないとい
う不便さが存在する。
【０００７】
　また、従来の皮膚美容機器は、皮膚改善効果のための光源が含まれる場合、光源から照
射される光がユーザの目に直ちに照射されることを防止するための別途の構造が設けられ
ていない。これに伴い、従来の皮膚美容機器を使用する場合、ユーザは、光源による眩し
さを甘受しつつ使用しなければならない安全上の問題があり、光源による眩しさを防止す
るためには、別途の保護メガネを着用しなければならないなどの使用上の不便さが存在す
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、前記のような点に鑑みてなされたものであって、その目的は、一対の電極が
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同一面を成すように配置されることにより、ユーザが定められた位置を把持しないとして
も、イオントフォレシス機能を行うことができる皮膚美容機器を提供することにある。
【０００９】
　また、本発明の他の目的は、一つの光源を介して互いに異なる波長帯域の光を照射する
ことにより、一つの機器を用いて多様な皮膚改善効果を得ることができる皮膚美容機器を
提供することにある。
【００１０】
　また、本発明のさらに他の目的は、一対の電極を介して光源から照射される光の照射角
度を制限することにより、ユーザの目を保護することができる皮膚美容機器を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明は、上面端部に沿って形成された電極マウント部を
具備するケースと；前記ケースの内部に配置され、前記ケースの上面開口を介して互いに
異なる波長帯域の光の照射が可能な少なくとも一つの光源と；前記ケースの電極マウント
部に配置され、電源の印加時にユーザの皮膚と閉回路を構成してユーザの皮膚に電位差を
発生させて、皮膚の電気的環境を変化させる一対の電極と；前記ケースの上面開口に配置
される透光性カバーと；を含む皮膚美容機器を提供する。
【００１２】
　また、前記光源は、互いに異なる波長帯域の光を照射する複数個の発光素子が一体に形
成され得る。
【００１３】
　一例として、前記複数個の発光素子は、４００～４８０ｎｍ帯域内の任意の波長の光を
照射する第１発光素子と、５５０～６１０ｎｍ帯域内の任意の波長の光を照射する第２発
光素子と、６１０～６５０ｎｍ帯域内の任意の波長の光を照射する第３発光素子とを含む
ことができる。
【００１４】
　また、前記光源は、前記透光性カバーの下部側に配置されて、前記光源から外部に放出
される光が前記電極マウント部および電極のうち少なくともいずれか一つにより光の放出
範囲が制限されるように構成され得る。
【００１５】
　また、前記電極は、縁部から下方に一定の長さで延びる延長部が設けられ、前記延長部
および電極の縁部により形成されるエッジは、曲面で形成され得る。
【００１６】
　また、前記光源と皮膚との間の距離を感知するために、前記光源が実装される回路基板
上に配置されるセンサーを含むことができ、前記回路基板は、前記透光性カバーの後方側
に配置され得、前記光源は、前記センサーにより感知された距離が既定の範囲以内である
場合、点灯され得、既定の範囲を超過する場合、消灯され得る。
【００１７】
　また、前記光源は、前記一対の電極がユーザの皮膚に全部接触した状態と、前記光源と
皮膚との間の距離が既定の範囲以内である場合、前記光源の初期点灯が行われ得る。
【００１８】
　また、前記光源が実装される回路基板を含むことができ、前記透光性カバーおよび一対
の電極は、前記ケースと一体に形成され得、前記一対の電極は、電気伝導性を有し、前記
回路基板とそれぞれの電極との間に配置される一対の弾性部材を媒介として前記回路基板
とそれぞれ電気的に連結され得る。
【００１９】
　また、前記弾性部材は、前記回路基板に実装される第１部分と、前記第１部分の端部か
ら所定の角度で傾斜する第２部分とを含むことができ、前記第２部分の一部が前記電極の
下部面と接触することができる。
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【００２０】
　また、前記透光性カバーは、前記電極の縁部から下方に一定の長さで延びる延長部が挿
入され得るように、上部面から下部に一定深さで切開形成される挿入溝が形成され得る。
【００２１】
　また、前記皮膚美容機器は、電源のオン／オフおよび前記光源の発光モードを選択する
ためのボタン部と；前記ボタン部の操作と連動して振動を発生させる振動モーターと；を
含むことができる。
【００２２】
　また、前記透光性カバーは、７０～９０％の透過率を有することができる。
【００２３】
　また、前記電極マウント部は、水平面に対して所定の傾きを有する傾斜面を含むことが
でき、前記一対の電極は、前記電極マウント部に配置され得る。
【００２４】
　また、前記一対の電極は、互いに分離した二つの電極を含み、前記二つの電極は、前記
電極マウント部に同一面を成すように離隔配置され得る。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、一対の電極が同一面上に配置されて、ユーザが定められた位置を把持
しないとしても、イオントフォレシス機能を行うことができるので、使用便宜性を高める
ことができる。
【００２６】
　また、本発明は、一つの光源が互いに異なる波長帯域の光を照射することができるので
、一つの機器を用いて多様な皮膚改善効果を同時に得ることができる。
【００２７】
　さらに、本発明は、一対の電極を介して光源から照射される光の照射角度を制限して、
保護メガネのような別途の副資材を使用しないとしても、もユーザの目を保護することが
できるので、安全性および使用便宜性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、本発明の一実施形態による皮膚美容機器を示す図である。
【図２】図２は、図１の分離図である。
【図３】図３は、図２でケース、電極および透光性カバーが一体化する前の状態を示す分
離図である。
【図４ａ】図４ａは、図２で回路基板、弾性部材、センサーおよび振動モーターの連結関
係を上部から見た状態を示す図である。
【図４ｂ】図４ｂは、図２で回路基板、弾性部材、センサーおよび振動モーターの連結関
係を下部から見た状態を示す図である。
【図５】図５は、本発明の一実施形態による皮膚美容機器においてケースの前方側を一部
切開した図である。
【図６】図６は、図５で「Ａ」部分の拡大図である。
【図７】図７は、本発明の一実施形態による皮膚美容機器においてケースの側部を一部切
開した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態について本発明の属する技術分野におけ
る通常の知識を有する者が容易に実施することができるように詳細に説明する。本発明は
、様々な異なる形態で具現され得、ここで説明する実施形態に限定されない。図面におい
て本発明を明確に説明するために説明と関係ない部分は省略し、明細書の全般において同
一または類似の構成要素については、同じ参照符号を付す。
【００３０】
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　本発明の一実施形態による皮膚美容機器１００は、図１および図２に示されるように、
ケース１１０、光源１２０、電極１３０ａ、１３０ｂおよび透光性カバー１４０を含む。
【００３１】
　前記ケース１１０は、全体的な外形を成し、光源１２０、回路基板１２２およびバッテ
リー１６２等のような各種部品を収容して外部環境から保護するためのものである。
【００３２】
　このために、前記ケース１１０は、前記各種部品を収容することができるように所定の
収容空間を有する筐体形状で設けられる。この際、前記ケース１１０の一面には、図３に
示されるように、前記電極１３０ａ、１３０ｂが配置される電極マウント部１１２が形成
され得る。
【００３３】
　一例として、前記ケース１１０は、上面端部に沿って内側に一定の長さで延びる電極マ
ウント部１１２が形成され得、前記電極マウント部１１２は、透光性カバー１４０が配置
され得るように少なくとも一部の面積が開口形成され得る。
【００３４】
　また、前記ケース１１０は、前記収容空間側に前記各種部品を挿入することができるよ
うに一側が開放形成され得、前記ケース１１０の開放された一側が端部キャップ１７０と
着脱可能に結合され得る。一例として、前記ケース１１０は、下部が開放形成され得、前
記ケース１１０の開放された下部側に端部キャップ１７０が着脱可能に結合され得る。
【００３５】
　ここで、前記ケース１１０は、前記電極マウント部１１２に配置される一対の電極１３
０ａ、１３０ｂおよび透光性カバー１４０が一体化することができる。一例として、前記
ケース１１０、電極１３０ａ、１３０ｂおよび透光性カバー１４０は、インサートモルデ
ィングを用いて一体化することができる。
【００３６】
　これにより、前記透光性カバー１４０、電極１３０ａ、１３０ｂおよびケース１１０が
一体化した状態で前記ケース１１０の開放された下部を介して前記収容空間側に各種部品
が締結されたフレーム１６０を挿入し、端部キャップ１７０を締結すると、すべての部品
の組み立てが完成され得る。
【００３７】
　この際、前記電極マウント部１１２は、水平面に対して所定の傾きを有する傾斜面を含
むことができる。一例として、前記電極マウント部１１２は、図１に示されるように、ケ
ース１１０の底面に対して左側が右側より相対的に低い高さを有する傾斜面を含むことが
でき、前記傾斜面に一対の電極１３０ａ、１３０ｂが互いに分離した状態で離隔配置され
得る。
【００３８】
　これに伴い、前記一対の電極１３０ａ、１３０ｂは、水平面に対して所定の傾きを有す
るように配置され得る。そのため、ユーザの皮膚との接触時に、一対の電極１３０ａ、１
３０ｂは、皮膚との接触面積を広げることができ、使用時にユーザがケース１１０を把持
した状態で一対の電極１３０ａ、１３０ｂを皮膚と接触させるために手首を過度に折らな
くても、ユーザの皮膚と電極１３０ａ、１３０ｂ間の自然な接触が行われ得る。
【００３９】
　ここで、前記電極マウント部１１２は、全体が傾斜面で形成されてもよく、部分的に傾
斜面が形成されてもよい。
【００４０】
　前記光源１２０は、所定の波長帯域を有する光を発生させて、ユーザの皮膚側に照射す
ることにより、ユーザが光の波長による有利な効果を得るためのものである。
【００４１】
　この際、本発明による皮膚美容機器１００は、一つの機器を用いて互いに異なる波長帯
域で得られる固有の効果を全部得ることができるように具現され得る。すなわち、本発明
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による皮膚美容機器１００に適用される光源１２０は、互いに異なる波長帯域の光の照射
が可能となるように設けられ、前記光源１２０は、１個または複数個で設けられる。
【００４２】
　このために、前記光源１２０は、互いに異なる波長帯域の光を照射する複数個の発光素
子が一体に形成され得る。すなわち、前記光源１２０は、互いに異なる波長帯域の光を照
射するＬＥＤ形態の複数個の発光素子が一つの基板上に実装されて、単一のチップの形態
で具現され得る。一例として、前記複数個の発光素子は、互いに異なる波長帯域の光を照
射する３個が一つのチップの形態で一体に形成され得る。
【００４３】
　ここで、前記複数個の発光素子は、４００～４８０ｎｍ帯域内の任意の波長の光を照射
する第１発光素子と、５５０～６１０ｎｍ帯域内の任意の波長の光を照射する第２発光素
子と、６１０～６５０ｎｍ帯域内の任意の波長の光を照射する第３発光素子とを含むこと
ができる。
【００４４】
　これにより、ユーザは、前記光源１２０を構成する第１発光素子、第２発光素子および
第３発光素子のうちいずれか一つの発光素子が作動するように選択することにより、皮膚
の鎮静効果、肌のキメ改善、敏感肌の鎮静ケア、皮膚輪郭改善、皮膚弾力改善、皮膚弾性
復元力、皮膚リフティング改善および肌のツヤ改善などの効果を一つの機器を用いて得る
ことができることとなる。
【００４５】
　しかしながら、本発明による皮膚美容機器１００に使用される光源の種類をこれに限定
するものではなく、得ようとする皮膚改善効果に適合した波長を発生させる適切な光源が
使用され得ることを明らかにする。
【００４６】
　一例として、前記発光素子は、４００～９７０ｎｍ帯域内で選択された任意の互いに異
なる波長帯域の光を照射することができ、互いに異なる二つの発光素子は、一部の波長帯
域が互いに重なる波長帯域を有してもよい。
【００４７】
　また、前記光源は、４００～９７０ｎｍ帯域内で所定の波長帯域の光を照射する一つの
発光素子で設けられる。このような場合、前記光源は、互いに異なる波長帯域の光を照射
する２個以上の光源が適切に使用され得る。
【００４８】
　しかも、前記光源は、点灯が連続的に行われてもよく、点灯と消灯が繰り返されてもよ
い。
【００４９】
　なお、前記光源１２０が互いに異なる波長帯域の光を照射する複数個の発光素子を含む
場合、前記光源の発光モードの選択は、前記ケース１１０の一側に設けられるボタン部１
５０の操作により行われ得る。
【００５０】
　ここで、前記ボタン部１５０は、図２に示されるように、前記ケース１１０の一側に露
出する少なくとも一つのボタン１５２と、前記ケース１１０の内部に配置されて、前記ボ
タン１５２の操作に対応する信号を発生させる回路部１５４とを含むことができ、前記回
路部１５４は、後述する中央制御装置１８０と電気的に連結され得る。
【００５１】
　一例として、前記光源１２０の発光モードは、ユーザの操作によるボタン１５２の押圧
回数によって第１発光モード、第２発光モードおよび第３発光モードが順次に変更され得
る。しかし、前記光源１２０の発光モード方式をこれに限定するものではなく、前記ボタ
ン１５２が複数個で設けられ、それぞれのボタンが第１発光モード、第２発光モードおよ
び第３発光モードと一対一でマッチングされることにより、当該ボタンの操作時に当該発
光モードが選択される方式であってもよい。また、前記ボタン部１５０の操作時に光源の
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発光モードを選択する操作以外に、美容機器の全体駆動をオン／オフする操作が行われて
もよい。
【００５２】
　前記光源１２０は、前記ケース１１０の内部に配置され得、前記透光性カバー１４０の
下部側に配置され得る。この際、前記光源１２０は、一側が前記透光性カバー１４０と当
接するように配置されてもよく、前記透光性カバー１４０の一面から所定の間隔をもって
離隔配置され得る。しかも、前記光源１２０が複数個で設けられる場合、複数個の光源１
２０は、前記透光性カバー１４０と互いに同じ距離で離隔配置されてもよく、前記透光性
カバー１４０と互いに異なる距離で離隔配置されてもよい。
【００５３】
　一例として、前記光源１２０は、前記透光性カバー１４０の下部側に離隔配置される回
路基板１２２の一面に実装され得（図４ａおよび図６参照）、前記光源１２０が複数個で
設けられる場合、所定のパターンで実装され得る。
【００５４】
　この際、前記光源１２０は、前記透光性カバー１４０と対応する面積の直下部に配置さ
れ得る。これにより、本発明による皮膚美容機器１００は、光を発生させる光源１２０が
前記ケース１１０の内部に収容された状態で前記透光性カバー１４０の下部側に所定の間
隔をもって離隔配置されることにより、外部に放出される光の放出角度が制限され得る。
【００５５】
　すなわち、前記光源１２０から放出される光は、前記電極マウント部１１２の開口側に
配置される透光性カバー１４０を介して光源自体の照射角度より相対的に狭い範囲に放出
され得る。
【００５６】
　これにより、ユーザの皮膚、特に顔に近接した状態で光源１２０が作動しても、光源１
２０から発生した光が、ケアが必要な皮膚側に狭い範囲に放出され得るので、ユーザの目
に光が入ることを防止することができる。
【００５７】
　この際、本発明による皮膚美容機器１００は、光源１２０と皮膚との間の距離が既定の
範囲以内である場合にのみ、光源１２０が点灯され得、前記光源１２０と皮膚との間の距
離が既定の範囲以上である場合には、光源１２０が消灯され得る。
【００５８】
　これは、使用過程中にユーザの意図とは関係なく、前記透光性カバー１４０側がユーザ
の目に向かっても、前記光源１２０から放出される光がユーザの目に直接照射されること
を防止することにより、ユーザの目が光により損傷することを未然に防止するためである
。
【００５９】
　このために、前記光源１２０が実装される回路基板１２２上には、少なくとも一つの近
接センサー１２４が設けられ（図４ａ参照）、前記近接センサー１２４は、前記光源１２
０と皮膚との間の距離を感知して、光源１２０の点灯および消灯を制御することができる
。
【００６０】
　ここで、前記近接センサー１２４は、複数個で設けられ、互いに隣り合う光源１２０の
間に配置されてもよく、最外郭に配置される光源１２０の外側に配置されてもよい。
【００６１】
　しかも、前記光源１２０は、前記一対の電極１３０ａ、１３０ｂがユーザの皮膚に全部
接触した状態と、前記光源１２０と皮膚との間の距離が既定の範囲以内である場合を全部
満たす場合にのみ、初期点灯が行われ得る。
【００６２】
　これは、ユーザがケアをしようとする身体部位に移動する過程で光源１２０と皮膚との
間の距離が既定の範囲以内の近接距離に位置しても、ユーザの皮膚と一対の電極１３０ａ
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、１３０ｂの接触の如何によって光源１２０の初期点灯が制御されることにより、ユーザ
が最終的にケアを所望の正確な位置に移動した状態で初期点灯が行われ得るようにするた
めである。これにより、ユーザの意図と関係なく、急な作動が行われることを防止するこ
とができる。
【００６３】
　前記一対の電極１３０ａ、１３０ｂは、電源の印加時にユーザの皮膚に電位差を発生さ
せて、皮膚の電気的環境を変化させることにより、イオン性薬物の皮膚透過を増加させる
ためのものである。
【００６４】
　すなわち、前記一対の電極１３０ａ、１３０ｂは、公知のイオントフォレシスの機能を
具現するためのものであって、バッテリー１６２を介して供給された電源を利用してユー
ザの身体に直流電流を印加して、ユーザの皮膚および一対の電極１３０ａ、１３０ｂが閉
回路を構成することにより、イオンの移動が発生し得る。
【００６５】
　一例として、ユーザの皮膚に化粧品を塗布した後、前記一対の電極１３０ａ、１３０ｂ
に直流電流を印加してユーザの皮膚に塗布された化粧品をイオン化させると、化粧品が皮
膚粘膜を容易に通過して皮膚内組織に浸透するイオン導入の効果が発生し得る。
【００６６】
　このような一対の電極１３０ａ、１３０ｂは、前述したように、前記ケース１１０の一
面に同一面を成すように配置され得る。すなわち、本発明による皮膚美容機器１００は、
イオントフォレシス機能のための一対の電極１３０ａ、１３０ｂが両極性（ｂｉ－ｐｏｌ
ａｒ）方式で具現され得る。一例として、前記一対の電極１３０ａ、１３０ｂは、二つの
電極が同一面であるケース１１０の電極マウント部１１２に互いに分離した状態で離隔配
置され得、前記二つの電極は、少なくとも一面が互いに同一面を成すように配置され得る
。
【００６７】
　これにより、ユーザがケアしようとする身体部位に化粧品を塗布した状態で前記身体部
位側に前記ケース１１０の上部側を接触すると、同一面上に離隔配置された一対の電極１
３０ａ、１３０ｂが身体部位と同時に接触することができる。そのため、使用過程中にユ
ーザがケース１１０の把持位置を変更しても、常に一対の電極１３０ａ、１３０ｂは、皮
膚と接触した状態を常に維持することができるので、イオントフォレシス機能が持続的に
作動することができる。
【００６８】
　この際、前記一対の電極１３０ａ、１３０ｂは、皮膚との接触面積を広げることができ
るように、所定の面積を有する板状の部材からなることができ、前記電極マウント部１１
２の全体面積と略同じ面積を有するように配置されてもよく、前記電極マウント部１１２
の全体面積のうち一部の面積に部分的に配置されてもよい。
【００６９】
　また、前記一対の電極１３０ａ、１３０ｂは、縁部から下方に一定の長さで延びる延長
部１３２を含むことができ、前記延長部１３２および電極により形成されるエッジは、曲
面で形成され得る。
【００７０】
　これは、前記一対の電極１３０ａ、１３０ｂがユーザの皮膚と接触してユーザの皮膚を
こする過程で鋭いエッジによりユーザの皮膚が損傷することを防止するためである。
【００７１】
　なお、前記一対の電極１３０ａ、１３０ｂは、前記光源１２０が実装される回路基板１
２２と弾性部材１３４を媒介として互いに電気的に連結され得る。これにより、前記一対
の電極１３０ａ、１３０ｂは、前記回路基板１２２を介してバッテリー１６２に提供され
る直流電流が流れることができる。ここで、前記弾性部材１３４は、電気伝導性と弾性力
を有する材質からなることができる。
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【００７２】
　このために、前記弾性部材１３４は、前記回路基板１２２に実装される第１部分１３４
ａと、前記第１部分１３４ａの端部から所定の角度で傾斜する第２部分１３４ｂとを含む
ことができ、前記第２部分１３４ｂの少なくとも一部が前記電極１３０ａ、１３０ｂの下
部面と接触するように前記回路基板１２２と電極１３０ａ、１３０ｂとの間に配置され得
る（図４ａおよび図７参照）。
【００７３】
　これに伴い、支持フレーム１６０に回路基板１２２が固定された状態で前記支持フレー
ム１６０をケース１１０の内部に挿入した後、端部キャップ１７０とケース１１０を結合
すると、前記第２部分１３４ｂがそれぞれの電極１３０ａ、１３０ｂと密着した状態が維
持され得る。これにより、前記回路基板１２２とそれぞれの電極１３０ａ、１３０ｂは、
弾性部材１３４を介して通電され得る。
【００７４】
　すなわち、本発明による皮膚美容機器１００は、前記電極１３０ａ、１３０ｂと回路基
板１２２が弾性部材１３４を介して電気的に連結されることにより、前記回路基板１２２
と電極１３０ａ、１３０ｂを電気的に連結するための別途の導線連結作業や配線作業が不
必要になるので、作業工程が単純であり、組み立て性を向上させることができる。
【００７５】
　ここで、前記電極マウント部１１２は、前記弾性部材１３４の第２部分１３４ｂが通過
してそれぞれの電極１３０ａ、１３０ｂと密着され得るように貫通形成される長孔の通過
孔１１３を含むことができる。しかも、図面には、前記弾性部材１３４を線状に図示した
が、これに限定するものではなく、接触面積を広げることができるように所定の幅を有す
るように設けられてもよいことを明らかにする。
【００７６】
　前記透光性カバー１４０は、外部環境から前記光源１２０を保護し、前記光源１２０の
点灯時に外部に放出される光からユーザの目を保護するためのものである。このような透
光性カバー１４０は、均一な光が外部に放出され得るように前記光源１２０で発生する光
の拡散性を高める機能を行うこともできる。
【００７７】
　このために、前記透光性カバー１４０は、前記光源１２０の前方側に配置され得、前記
光源１２０から発生して外部に放出される光の強度を低減することができるように、所定
の透過率を有するように設けられる。しかも、前記透光性カバー１４０は、均一な光を外
部に放出することができるように光を拡散させる成分を含んでいてもよい。
【００７８】
　一例として、前記透光性カバー１４０は、７０～９０％の透過率を有することができ、
好ましくは、透過率が７０～９０％である光拡散ＰＣが使用され得る。しかし、前記透光
性カバー１４０の透過率を７０～９０％に限定するものではなく、ユーザの目を保護しな
がらも、光の拡散性を高めることができる場合、透光性カバー１４０の透過率は、適切に
変更され得ることを明らかにする。
【００７９】
　この際、前記透光性カバー１４０の上部面には、上部面から下部に一定深さで切開形成
される一対の挿入溝１４２が形成され得、前記一対の挿入溝１４２側には、前記電極１３
０ａ、１３０ｂの縁部から下方に延びる延長部１３２が挿入され得る。
【００８０】
　これにより、前記透光性カバー１４０が前記電極マウント部１１２の開口側に配置され
る場合、前記透光性カバー１４０は、前記一対の電極１３０ａ、１３０ｂより相対的にケ
ースの内側に配置され得、前記一対の電極１３０ａ、１３０ｂは、前記透光性カバー１４
０より相対的に外部に突出することができるので、皮膚との接触が円滑に行われ得る。
【００８１】
　なお、本発明による皮膚美容機器１００は、前記ケース１１０の収容空間に挿入される
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支持フレーム１６０を含むことができる。このような支持フレーム１６０は、前記光源１
２０が実装される回路基板１２２等を固定する役割を行うことができる。
【００８２】
　このような支持フレーム１６０は、フレーム構造物からなることができ、上部側に前記
回路基板１２２が着脱可能に結合され得る。しかも、前記支持フレーム１６０には、電源
を供給するためのバッテリー１６２、前記ボタン１５２の操作を検出するための回路部１
５４等が固定され得る。
【００８３】
　すなわち、本発明による皮膚美容機器１００は、前述した透光性カバー１４０および電
極１３０ａ、１３０ｂを除いた各種部品がすべて支持フレーム１６０に結合され得、下部
側が前記端部キャップ１７０と着脱可能に結合され得る。
【００８４】
　これに伴い、バッテリー１６２、回路部１５４および回路基板１２２等がすべて締結さ
れたフレーム１６０を端部キャップ１７０と結合した状態で前記ケース１１０の内部に挿
入すると、すべての組み立てが完了することができる。
【００８５】
　なお、本発明による皮膚美容機器１００は、ボタン１５２の操作による光源の発光モー
ド変更、電源の供給／遮断、光源の点灯／消灯および近接センサー１２４により獲得され
た情報などを処理して、全体的な駆動を制御するための中央制御装置１８０を含むことが
できる。
【００８６】
　このような中央制御装置１８０は、回路基板１８２の一面に実装されるチップセットの
形態で具現され得、近接センサー１２４を介して獲得された皮膚と光源１２０との距離に
よって光源１２０の動作状態および出力強度を調節するか、または電極１３０ａ、１３０
ｂに印加される直流電流の大きさを適切に調節するためのルックアップテーブルが保存さ
れ得る。
【００８７】
　また、本発明による皮膚美容機器１００は、前記ボタン１５２の操作と連動する報知部
を含むことができる。このような報知部は、ユーザが前記ボタン１５２を操作する場合、
所定の信号を発生させることにより、ボタン１５２の操作の如何をユーザが容易に認識す
ることができる。
【００８８】
　一例として、前記報知部は、図４ｂに示されるように、回路基板１２２の一面にホルダ
ー１２５を媒介として結合される振動モーター１２６であってもよい。すなわち、ユーザ
が前記ボタン１５２を押す場合、前記ボタン１５２の後側に配置される回路部１５４を介
して中央制御装置１８０がボタン１５２の操作を認識し、前記報知部を駆動させることに
より、振動モーター１２６を介して一定時間振動を発生させることができる。
【００８９】
　これに伴い、ユーザは、ボタン１５２の操作を用いて電源のオン／オフおよび光源の発
光モードの変更を容易に認識することにより、所望のモードに正確に変更することができ
る。
【００９０】
　しかしながら、前記報知部をこれに限定するものではなく、ボタンの操作時に音声を外
部に出力するスピーカーのような音響出力手段（図示せず）であってもよい。
【００９１】
　ここで、報知部の出力パターンは、各モードごとに互いに異なるパターンで出力され得
る。一例として、振動モーター１２６により発生する振動パターンの場合、第１発光モー
ド、第２発光モード、第３発光モードへの選択および変更時に振動の強度および振動の持
続時間のうち少なくともいずれか一つが互いに異なるパターンで出力され得、スピーカー
を介して音声が出力される場合、それぞれのモードごとに固有の音声が外部に出力され得
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【００９２】
　なお、本発明による皮膚美容機器１００は、前記ケースの上部側に外部に露出する一対
の電極１３０ａ、１３０ｂおよび透光性カバー１４０を外部環境から保護できるように前
記ケース１１０と着脱可能に結合されるカバー部材１９０を含むことができる。
【００９３】
　また、本発明による皮膚美容機器１００は、前記ケース１１０の一側に外部に露出する
充電端子１６４を含むことができる。これにより、前記バッテリー１６２は、前記充電端
子１６４を介して外部から充電用電源を供給されることにより、手軽に充電され得る。
【００９４】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明の思想は、本明細書に提示され
る実施形態に制限されず、本発明の思想を理解する当業者は、同じ思想の範囲内で、構成
要素の付加、変更、削除、追加などにより他の実施形態を容易に提案することができるが
、これも、本発明の思想範囲内に属すると言える。

【図１】 【図２】
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【図４ｂ】 【図５】
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